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新 旧 備考 

（P1） 

2023 年 10 月 

株式会社マーキュリー 

暗号資産交換業者 関東財務局長第 00025 号 

 

 

（P3） 

Ⅱ．暗号資産取引のリスク等重要事項について 

９．クーリングオフ 

暗号資産の売買にクーリングオフは適用されません。すなわち、特定商

取引に関する法律第 26 条第 1 項第 8 号ニ、特定商取引に関する法律施行

令第 11 条、同施行令別表第 2第 47 号により、暗号資産の売買に、同法第

2章第 2節（訪問販売）、第 3節（通信販売）及び第 4節（電話勧誘販売）

は適用されません。 

 

2023 年 8 月 

株式会社マーキュリー 

暗号資産交換業者 関東財務局長第 00025 号 

 

 

 

 

Ⅱ．暗号資産取引のリスク等重要事項について 

９．クーリングオフ 

暗号資産の売買にクーリングオフは適用されません。すなわち、特定商

取引に関する法律第 26 条第 1 項第 8 号ニ、特定商取引に関する法律施行令

第 5 条、同施行令別表第 2第 49 号により、暗号資産の売買に、同法第 2章

第 2 節（訪問販売）、第 3 節（通信販売）及び第 4 節（電話勧誘販売）は適

用されません。 

(変更) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「契約締結前交付書面」新旧対照表 

2 

新 旧 備考 

（P8） 

Ⅳ．暗号資産取引の内容について 

３．取引の態様 

本取引は、当社が提示する価格によって、お客様と当社との間で対象暗

号資産の売買を行う相対（店頭）取引です。 

当該店頭取引は、資金決済法第 2 条第 15 項第 1 号所定の「暗号資産の

売買」に該当し、また、お客様から金銭及び対象暗号資産の預託を受ける

ことは、同項第 3 号および 4 号所定の金銭又は暗号資産の売買に関して

「利用者の金銭又は暗号資産の管理をすること」に該当します。 

 

 

Ⅳ．暗号資産取引の内容について 

３．取引の態様 

本取引は、当社が提示する価格によって、お客様と当社との間で対象暗号

資産の売買を行う相対（店頭）取引です。 

当該店頭取引は、資金決済法第 2 条第 7 項第 1 号所定の「暗号資産の売

買」に該当し、また、お客様から金銭及び対象暗号資産の預託を受けること

は、同項第 3号および 4号所定の金銭又は暗号資産の売買に関して「利用者

の金銭又は暗号資産の管理をすること」に該当します。 

 

(変更) 

 

 

 

 

 

 

以上 

 


